
  

 

   

 

 

 

学校教育目標：心豊かで、自ら学ぶ力を持ち、たくましく生きる子どもの育成 

～笑顔いっぱい・やる気いっぱい・元気いっぱい～ 

校長 大賀 泰代 

今日から９月（長月）です。４２日間の夏季休業（夏休み）が終わり、子供たちの元気な声が学

校にもどってきました。保護者の皆さま、夏休み中の安全管理及び健康観察等にご協力いただ

き、本当にありがとうございました。感謝とお礼を申し上げます。 

また、暑い中引き渡し訓練にご協力いただき、ありがとうございました。 

 息苦しさを感じるほどの暑さは徐々におさまってきましたが、まだまだ暑い日が続くとの予想が出

ております。これまで同様、熱中症対策を講じた上で、子供たちの安全を第一に学習を進めていき

たいと思います。 

 今月も「早寝、早起き、朝ご飯」を意識し、子供たちが早く学校のリズムを取り戻せますよう、どう

ぞよろしくお願いいたします。 

【子供たちの安全に関するお願い】 

 ７月に宮城県において、学校敷地内に軽トラックが侵入し、児童が負傷する事故がありました。本

校では、児童の登下校の時間帯を除き、児童在校時は原則、門扉を閉めることとしています。来校

者や業者の搬入時等で門扉が開いている場合もありますが、その都度閉めるようにしています。 

保護者の皆様におかれましては、徒歩か自転車での来校をお願いいたします。お子さんの体調

不良等で車での送迎の場合も、他の児童に十分気をつけていただきたいと思います。 

【教育相談】 

 担任との面談を希望される方は、連絡帳にてお知らせください。 

 金曜日が教育相談日ですが、出張や会議等で日時を調整する場合もあります。 

【スクールカウンセラー：９月の勤務日】 

市スクールカウンセラー：９月５日（火）・１２日（火）・１９（火）・２６（火） 

県スクールカウンセラー：９月２２日（金） 

○面談を希望される方は、小川教頭までお電話ください。日時を調整します。 
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【教育委員会学務課よりお知らせ】 

※既に令和５年度就学援助制度に認定されている方は、申請不要です※ 

「就学援助制度」は、経済的理由により学校で必要となる諸経費についてお困りの保護者に

対して、その一部を援助する制度です。就学援助の認定者は給食費も免除となります（但し、学

校徴収金は免除となりません）。 

申請を希望する方は、学校・教育委員会学務課・船橋駅前総合窓口センターにある「令和５年

度就学援助申請書 兼 同意書」（市ホームページからもダウンロード可能）に必要事項を記入

し必要書類を添付して、学校へ提出してください。解雇や疾病等による休業や失業等により世帯

の収入が著しく減少している場合は現在の収入での審査が可能な場合がありますので、教育委

員会学務課までご連絡ください。 

問合せ先：就学援助制度について  教育委員会学務課      ０４７－４３６－２８５２ 

学校給食費について    教育委員会保健体育課   ０４７－４３６－２４１８ 

 ※船橋市外から通学されている方は、住所地の教育委員会就学援助担当課へお問い合わせくだ

さい。 

１日 金 全校集会 

引き渡し訓練 

４日 水 委員会活動（５・６年） 

６日 水 委員会活動（５・６年） ９日 月 （祝）スポーツの日 

１２日 火 ４年プラネタリウム見学 １６日 月 運動会係児童打合せ① 

１３日 水 クラブ活動（４・５・６年） １７日 火 運動会全体練習① 

１５日 金 １年校外学習（千葉市動物公園） ２０日 金 前期終業式 

１８日 月 （祝）敬老の日 ２３日 月 後期開始 

運動会係児童打合せ② 

２０日 水 市教研大会 ２４日 火 運動会全体練習② 

２３日 土 （祝）秋分の日 ２５日 水 千教研船橋支会 

２７日 水 クラブ活動（４・５・６年） ２７日 金 運動会前日準備 

２８日 木 体力テスト ２８日 土 運動会 

   ２９日 日 運動会予備日 

   ３０日 月 振替休業 
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